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会 費 納 入 規 程  

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本調査業協会（以下「本協会」という。）定款 

第７条第１項の規定に基づき、同項を実施するため、正会員及び賛助会員（以下「会

員」という。）の納入すべき会費の額及び納入方法について定めるものとする。 

         

（会費及び保証金） 

第２条 正会員の会費は、月額で定めるものとし、その額は、次に掲げる額の合計額

とする。  

（１）正会員は、入会金７０，０００円及び保証金３０，０００円とする 

（２）正会員は、会費は月額６，０００円とする。但し、６ケ月分の会費を前納

する場合は、月額５，０００円とする       

（３）正会員は、保証金３０，０００円は、退会時に会費等の未集金を差し引い

た額を返金する 

２ 賛助会員の会費は、年額で定めるものとし、次に掲げる額とする。 

（１）個 人             １口金１００，０００円（１口以上） 

（２）法人又は団体          １口金１２０，０００円（１口以上） 

 

（納 入） 

第３条 正会員の会費は、毎月２０日までに、書面による請求に応じて、原則として 

本協会の指定する口座に振り込むものとする。 

２ １ヶ月以上の会費未納により本協会の協会活動に支障をきたす場合には、正会

員に会費支払の督促・請求の案内を出す事ができる。 

３ 賛助会員の会費は、本協会の指定する口座に振り込むものとし、入会時より 

１年間を会員資格とする。 

賛助会員の会員資格を継続する場合は、本協会の指定する期日までに本協会の

口座に振り込むものとする。 

 

（正会員の異動の報告） 

第４条 正会員に異動があったときは、当該異動の日から一週間以内に、本協会に届

け出なければならない。 

２ 賛助会員に関しても前項の規定を準用する。 
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（権利の停止等）       

第５条 会長は、この規程に定める会費の未納正会員に関し、次の処分を課すことが

できる。 

１ １ヶ月滞納正会員に対する、議決権の停止及び会員証の発行並びに交付品等の

停止等。 

２ ２ヶ月滞納正会員に対するＨＰリンク停止等。 

 ３ ３ヶ月滞納正会員に対し、定款第１０条（１）により会員資格を消失する。 

 

（細 則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、会費の納入方法に関して必要な事項は、理事 

会の承認を得て会長が定める。 

 

 

附 則 

１ 平成２６年０４月０１日 施行 
H26年 03月 06日（木）第１回定例理事会承認 

H26年 03月 06日（一社）設立総会承諾 

２ 平成２６年０６月１２日 改定 H26年度 第 1回定例理事会 承認 

３ 平成２７年０３月０６日 改定 H26年度 第２回定例理事会 承認 

４ 平成２８年０２月２０日 改定 H27年度 第２回臨時理事会 承認 

５ 平成２９年０２月２３日 改定 
H28年度 第２回理事会 承認 

平成 29年 04月 01日施行 

６ 平成２９年０３月２２日 改定 
H28年度 第３回理事会 承認 

平成 29年 04月 01日施行 

７ 平成２９年０３月２３日 改定 
H28年度 第４回理事会 承認 

平成 29年 04月 01日施行 

８ 平成２９年１２月０８日 改定 平成 29年度 第 3回理事会承認 

 

 


